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夢
・
風
の
里
ア
グ
リ
ラ
ン
ド
え
い
は
、

令
和
２
年
３
月
31
日
指
定
管
理
終
了
に
伴

い
、
次
の
と
お
り
の
営
業
と
な
り
ま
す
。

■
引
き
続
き
運
営
す
る
施
設

　

イ
ベ
ン
ト
広
場
、
駐
車
場
、
展
望
台

■
休
止
と
な
る
施
設

　

�

総
合
管
理
棟
（
売
店
）、
ロ
ッ
ジ
、
キ
ャ

ン
プ
場
、
市
民
ふ
れ
あ
い
農
園
、
ゴ
ー

カ
ー
ト
場
、�

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
、
ふ
れ

あ
い
小
動
物
園

［
担
当
］
知�

都
市
計
画
課
公
園
管
理
係

　

６
月
は
児
童
手
当
の
「
現
況
届
」
の
提

出
月
で
す
。「
現
況
届
」
の
提
出
が
な
い

場
合
、
６
月
分
以
降
の
児
童
手
当
の
支
給

が
停
止
さ
れ
ま
す
。
対
象
の
方
に
は
通
知

文
を
送
付
し
ま
す
。
内
容
を
確
認
の
上
、

６
月
中
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
な

お
、
郵
送
提
出
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
用
い
た
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
申
請
（
子
育

て
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
）
も
可
能
で

す
。
窓
口
で
の
受
け
付
け
も
可
能
で
す

が
、
郵
送
も
し
く
は
子
育
て
ワ
ン
ス
ト
ッ

夢
・
風
の
里
ア
グ
リ
ラ
ン
ド

え
い
の
一
部
施
設
の
休
止

児
童
手
当
の
受
給
に
は

　
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す

プ
サ
ー
ビ
ス
で
の
提
出
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

■
提
出
期
間
＝

　

6
月
8
日
（
月
）
～
6
月
30
日
（
火
）

［
担
当
］
川�

福
祉
課　

子
育
て
支
援
係

　
　

 　

頴
・
知 

支
所　

福
祉
係

　

2
月
に
お
配
り
し
た
健
診
希
望
調
査
に

よ
り
、受
診
券
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
の
で
、

医
療
機
関
に
予
約
の
上
、
受
診
し
て
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
令
和
2
年
4
月
2
日
か
ら
5
月

31
日
ま
で
に
国
保
の
資
格
を
取
得
し
た
方

も
、
お
申
し
出
に
よ
り
受
診
で
き
ま
す
。

■
費
用
＝

　

○�

40
歳
に
な
ら
れ
る
方
（
昭
和
55
年
４

月
１
日
～
昭
和
56
年
３
月
31
日
生
）

無
料

　

○�

41
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
…
８
０
０

円

【
個
別
健
診
】

■
場
所
＝
市
内
の
医
療
機
関

■
期
間
＝
６
月
～
８
月
の
う
ち
１
か
月

　

※
受
診
券
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

【
集
団
健
診
】

　

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
の

た
め
、集
団
健
診
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

集
団
健
診
を
希
望
さ
れ
て
い
た
方
に

特
定
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

～
40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
民
健
康

保
険（
国
保
）の
皆
さ
ん
が
対
象
～

は
８
月
以
降
、
個
別
健
診
の
受
診
券

を
発
送
す
る
予
定
で
す
。
受
診
券
に

記
載
さ
れ
て
い
る
南
九
州
市
内
の
医

療
機
関
で
、
事
前
に
予
約
の
上
、
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※�

状
況
に
よ
り
、
変
更
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

※
30
歳
代
健
診
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

［
問
］
川 

健
康
増
進
課
保
険
係

　

 　

知 

保
健
セ
ン
タ
ー
内 

健
康
推
進
係

　

国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
の
加
入
者
の
健
康
管
理
に
役
立
て

て
い
た
だ
く
た
め
、
人
間
ド
ッ
ク
な
ど
を

受
診
さ
れ
た
方
に
対
し
、
補
助
金
が
交
付

さ
れ
ま
す
。

■�

対
象
者
＝
次
の
要
件
を
全
て
満
た
し
て

い
る
方

（
国
民
健
康
保
険
）

①
受
診
日
現
在
で
継
続
し
て
１
年
以
上
加

人
間
ド
ッ
ク
等
補
助
金
制
度

～
国
民
健
康
保
険・後
期
高
齢
者
医
療

　
保
険
の
方
へ
～

　

入
し
て
い
る
方

②
受
診
日
現
在
で
30
歳
以
上
の
方

③
市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
方

④�

市
が
指
定
す
る
検
査
項
目
を
満
た
し
、

そ
の
結
果
を
市
に
情
報
提
供
で
き
る
方

（
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
）

①
受
診
日
現
在
加
入
し
て
い
る
方

②
受
診
年
度
に
南
九
州
市
国
民
健
康
保
険

の
人
間
ド
ッ
ク
等
補
助
金
を
受
け
て
い
な

い
方

③
市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
方

④�

市
が
指
定
す
る
検
査
項
目
を
満
た
し
、

そ
の
結
果
を
市
に
情
報
提
供
で
き
る
方

■
補
助
金
額
＝

・�

人
間
ド
ッ
ク
・
が
ん
ド
ッ
ク
：
２
万
５

千
円
以
内

・
脳
ド
ッ
ク
：
１
万
５
千
円
以
内

■
申
請
方
法
＝

　

被
保
険
者
証
、
印
か
ん
、
受
診
者
名
義

の
預
金
通
帳
を
持
参
の
上
、
受
診
予
定
日

の
２
週
間
程
度
前
ま
で
に
は
各
庁
舎
担
当

係
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

受
診
日
以
降
の
申
請
は
、
受
け
付
け
ら

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
年
度
内
の
申
請
は

ド
ッ
ク
１
種
類
か
つ
１
回
限
り
で
す
。

※�

受
け
付
け
人
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。

お
早
め
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

［
担
当
］
川 

健
康
増
進
課
保
険
係

　
　

 　

知
・
頴 

支
所　

市
民
生
活
係
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農
業
機
械
な
ど
の
購
入
に
対
し
、
次
の

よ
う
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

■�

補
助
対
象
者
＝
市
内
に
住
所
を
有
す
る

認
定
農
業
者
（
法
人
を
除
く
）、
新
規

就
農
者
お
よ
び
販
売
を
行
う
兼
業
農
家

な
ど

■�

補
助
対
象
経
費
＝
農
業
用
機
械
、
被
覆

施
設
等
の
購
入
に
係
る
経
費
（
税
抜
き

額
）

■�

対
象
外
＝
茶
、
畜
産
用
の
機
械
。
税
抜

き
価
格
10
万
円
未
満
の
も
の
。
刈
払
機

な
ど
の
農
業
以
外
で
も
使
用
で
き
る
も

の
。
補
助
金
交
付
決
定
の
前
に
発
注
し

て
い
る
も
の
。

■�

補
助
金
額
＝
補
助
対
象
経
費
の
３
分
の

１
以
内
（
上
限
50
万
円
）

■�

申
請
期
限
＝
６
月
26
日
（
金
）
ま
で

※�

申
請
多
数
の
場
合
は
、
選
考
い
た
し
ま

す
。

［
担
当
］
頴�

農
政
課�

生
産
流
通
指
導
係

　
　

 　

知
・
川 

支
所
農
林
係

　

ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
は
、
例
年
5
月
か
ら

8
月
に
か
け
て
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

上
陸
か
ら
産
卵
を
始
め
る
ま
で
は
非
常

に
警
戒
心
が
強
く
、
光
を
照
ら
し
た
り
、

南
九
州
市
園
芸
振
興
機
械
施
設

等
導
入
支
援
事
業

ウ
ミ
ガ
メ
の
保
護
に
ご
協
力
を

～
保
護
監
視
員
か
ら
の
お
願
い
～

脅
か
し
た
り
す
る
と
産
卵
を
せ
ず
に
途
中

で
海
に
戻
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
期

間
中
は
、次
の
点
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

①�

暗
く
な
っ
た
海
岸
で
騒
い
だ
り
、
歩

き
回
っ
た
り
し
な
い
。
ま
た
ラ
イ
ト

の
点
灯
や
ラ
イ
タ
ー
な
ど
を
む
や
み

に
つ
け
な
い
。

　

②�

海
岸
に
ゴ
ミ
（
空
き
缶
、
ビ
ニ
ー
ル

な
ど
）
を
捨
て
な
い
。

　

③�

上
陸
中
や
穴
掘
り
中
の
カ
メ
に
絶
対

に
近
づ
か
な
い
。
触
ら
な
い
。

※
ウ
ミ
ガ
メ
保
護
監
視
実
績

・�
平
成
29
年
度
＝
上
陸
頭
数
39
頭
、
産
卵

頭
数
10
頭
、
卵
の
保
護
個
数
9
３
5
個

・�
平
成
30
年
度
＝
上
陸
頭
数
28
頭
、
産
卵

頭
数
７
頭
、
卵
の
保
護
個
数
5
９
３
個

・�

平
成
31
年
度
＝
上
陸
頭
数
14
頭
、
産
卵

頭
数
６
頭
、
卵
の
保
護
個
数
６
２
２
個

［
担
当
］
川 

市
民
生
活
課 

環
境
保
全
係

　

地
域
や
グ
ル
ー
プ
、
事
業
所
の
学
習
会

な
ど
に
無
料
で
講
師
を
派
遣
し
ま
す
（
講

師
謝
礼
は
市
が
負
担
）。

■�

テ
ー
マ
＝
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン

ス
、
女
性
活
躍
、
健
康
づ
く
り
、
人
権

「
自
分
育
て
の	

出
前
講
座
」を

ご
活
用
く
だ
さ
い
！

教
育
、
地
域
づ
く
り
や
男
女
共
同
参
画

な
ど
『
す
べ
て
の
人
が
性
別
に
関
わ
り

な
く
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮

す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
』
づ
く
り
に

繋
が
る
も
の

■�

対
象
＝
お
お
む
ね
10
人
以
上
参
加
で
き

る
市
内
の
事
業
所
、
団
体
、
グ
ル
ー
プ

（
会
社
、自
治
会
、学
校
、P
Ｔ
Ａ
、サ
ー

ク
ル
な
ど
）

■�

申
込
方
法
＝
企
画
課
ま
た
は
各
支
所
地

域
振
興
係
に
置
い
て
あ
る
申
込
書
を
、

開
催
日
の
1
か
月
前
ま
で
に
提
出

※�

申
込
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

［
担
当
］
知 

企
画
課�

ま
ち
づ
く
り
推
進
係

　

エ
イ
ズ
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
（
ヒ
ト
免
疫
不
全

ウ
イ
ル
ス
）
の
感
染
で
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま

な
病
気
の
総
称
で
す
。

　

Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
す
る
と
、
治
療
を
し
な

い
場
合
、
10
年
く
ら
い
の
歳
月
を
か
け
て

体
の
免
疫
シ
ス
テ
ム
が
破
壊
さ
れ
、
健
康

な
と
き
に
は
か
か
ら
な
い
よ
う
な
感
染
症

な
ど
を
発
症
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
今

の
と
こ
ろ
Ｈ
Ｉ
Ｖ
を
完
全
に
取
り
除
く
治

療
法
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
感
染

を
早
い
時
期
に
見
つ
け
、
適
切
な
健
康
管

理
や
治
療
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
エ
イ

ズ
の
発
症
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
普
及
週
間

～
６
月
１
日（
月
）か
ら
７
日（
日
）

う
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
早
期
発
見
が

重
要
で
す
。

　

Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
た
だ
け
で
は
症
状
が

ほ
と
ん
ど
出
な
い
た
め
、
感
染
の
有
無
を

知
る
に
は
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
感
染
の
可
能
性
の
あ
る
日
か
ら
３
か

月
以
上
た
っ
て
い
れ
ば
、
確
実
な
結
果
が

得
ら
れ
ま
す
。

　

加
世
田
保
健
所
で
は
こ
の
普
及
週
間
に

合
わ
せ
て
、
次
の
日
時
で
平
日
夜
間
検
査

を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時
＝
令
和
２
年
６
月
１
日
（
月
）

　

午
後
５
時
15
分
か
ら
７
時

■�

場
所
＝
加
世
田
保
健
所
（
南
さ
つ
ま
市

加
世
田
村
原
２
丁
目-

１
）

■
電
話
＝
０
９
９
３-

53-

２
３
１
５

　
（
平
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

■�

内
容
＝
Ｈ
Ｉ
Ｖ
迅
速
検
査
お
よ
び
相
談

検
査
は
無
料
・
匿
名
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

＊
事
前
に
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
納
税

者
（
ご
家
族
を
含
む
）
が
、
罹
患
さ
れ
た

場
合
の
ほ
か
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
関
連
す
る
な
ど
し
て
納
税
が
困
難

な
場
合
は
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

［
問
］
頴 

収
納
対
策
課　

収
納
対
策
係

市
税
の
納
税
猶
予

～
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
納
税
が
困
難
な
方
へ
～
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【
１
】
帰
国
者
・
接
触
者
外
来
の
受
診
時

に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
資

格
証
明
書
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
資
格
証
明

書
（
緑
色
の
ハ
ガ
キ
大
の
も
の
）
の
発
行

を
受
け
て
い
る
方
で
、
発
熱
な
ど
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
症
の
疑
い
が

あ
る
方
が
、
帰
国
者
・
接
触
者
相
談
セ
ン

タ
ー
に
相
談
の
上
、
帰
国
者
・
接
触
者
外

来
を
受
診
さ
れ
る
場
合
は
、
国
の
通
知
に

基
づ
き
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
被
保

険
者
証
と
み
な
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

（
本
来
は
市
の
窓
口
で
保
険
税
の
納
付
や

被
保
険
者
証
の
交
付
等
に
つ
い
て
相
談
な

ど
を
し
て
い
た
だ
く
と
こ
ろ
で
す
が
、
感

染
拡
大
を
防
止
す
る
必
要
か
ら
、帰
国
者
・

接
触
者
外
来
の
受
診
を
優
先
す
る
も
の
で

す
）

【
２
】
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
資
格

の
届
出
に
関
す
る
相
談
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
の
資
格
取
得
や
喪
失
な

ど
の
届
出
の
必
要
が
あ
る
方
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
症
の
疑
い
が

あ
り
、
感
染
拡
大
を
防
止
す
る
必
要
か
ら

市
の
窓
口
を
訪
れ
る
こ
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６月の悩み相談室
　家庭や職場、子育てや介護、DVやセクハラ、ジェン
ダー、LGBTQのことなど悩みを抱えている方、どんな
ことでもお気軽にご相談ください。専門のカウンセラー
が相談に応じ、秘密は厳守されます。
■�相談日時＝６月 20日（土）午後１時～５時（１人 50分
程度）
■場所＝ちらん夢郷館
■完全予約制＝毎月１回開催されます
　�予約受付時間　午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）
　☎ 0993-83-2511（相談室予約専用内線 2222）

[ 担当 ]�知 �企画課�まちづくり推進係

ＤＶ相談+（プラス）がスタートします
　配偶者などからの暴力（DV）の被害者相談支援のため、全国共
通のDV電話相談ナビ（0570-0-55210）が設置されていますが、
今般の新型コロナウイルスの感染拡大による生活不安やストレスで
のDVなどの増加・深刻化が懸念されることから、さらなる相談体
制の強化のため、当面の間「DV相談+」を実施します。
■ 24時間対応電話　0120-279-889
■ �SNS 相談、メール相談
　ホームページからアクセス（https://soudanplus.jp）
　�SNS 相談は正午から午後 10時まで、メール相談は 24時間受付
■外国人相談者向け相談　正午から午後 10時まで
■WEB相談　相談状況に応じて対応
	 [ 担当 ]�知 �企画課�まちづくり推進係

新型コロナウイルス
正確な情報をもとに冷静な対応を

突然自宅を訪問してきた業者から、
「新型コロナウイルス流行拡大の
影響で金の相場が上がることは間

違いない。すぐに金を買う権利を申し込ん
だほうがいい」と勧誘された。
� （80歳代　男性）

1

業者から「新型コロナウイルスの
感染を防ぐために、行政からの委
託で消毒に回っている」と電話が

あった。翌日も同じ業者から電話があり「新
型コロナウイルス感染防止の資料を持参し
たい」と言われた。� （80歳代　女性）

2

【お問い合わせ】　南九州市消費生活センター（知 �商工観光課内）

●新型コロナウイルスに便乗した消費者トラブルの相談が寄せられています。
●行政から委託されたという業者などからの怪しい電話や訪問、心当たりのない送
信元からの怪しいメール・SNS�など、怪しい・おかしいと思うものには反応しな
いようにしましょう。
●少しでもおかしいと感じた場合や、トラブルに遭った場合は、早めにお住まいの
自治体の消費生活センターなどにご相談ください（消費者ホットライン188）。
●今後、新たな手口が現れる可能性があります。国民生活センターでは新型コロ
ナウイルスに関連した情報発信を行っています（「国民生活センター　コロナ」
等で検索）。根拠のないうわさなどに混乱せずに、正確な情報に基づいて冷静
に対応することが大切です。
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　南九州市内において、空き家再生活動を実践する「NPO法人頴娃おこそ会」の取り組み事例の紹介や、
実際に再生した空き家の現地見学を行うセミナーを開催いたします。

日　　時：令和２年６月５日（金）　13時 30分～ 16時 00分
場　　所：「塩や、」　※南九州市頴娃町石垣商店街
そ の 他：新型コロナウイルス感染症の状況により、開催内容を変更する可能性がありますので、
　　　　　あらかじめご了承ください。
申込方法：電話または E-mail にてお申し込みください。
申 込 先：ふるさと振興室　移住定住係
　　　　　E-mail：ijyu@city.minamikyushu.lg.jp

　地域に残された空き家を「有効な資源」として活用しようとする自治会などの活動を支援し、交流
人口の拡大や移住定住の促進による地域の活性化を目指します。
１　補助金の額　空き家などの改修経費の 2/3（上限 200万円）
　※ 30万円以上の改修経費が必要です。
　※ただし、住宅設備機器、家具、電化製品、調度品などの購入費用などは補助対象として扱いません。
２　対象団体　　地区公民館、自治会、特定非営利活動法人（NPO法人）など
３　対象となる空き家
　・６月以上継続して居住者のいない空き家
　・改修後は５年以上交流拠点施設など※として活用すること

※交流拠点施設などとは
　住民や地域間の交流、移住定住を促進するための移住体験、移住者向けの賃貸を
目的とした施設など

４　対象工事　　市内事業者への請負工事、補助対象者が直接行う工事
　【工事内容】
　　・台所、浴室、便所、洗面所などのリフォームに係る工事
　　・居室等の内装もしくは外壁などのリフォームに係る工事
　　・屋根の葺き替えに係る工事
� ［問］知 �ふるさと振興室　移住定住係

　浄化槽法第11条に基づく定期検査が令和２年４月１日から変更になり、検査料金も下記のように変
わりました。

　この検査は、業者が行う保守点検・清掃が適正に行われているか、また適正に使用され浄化槽の機能
が正常に維持されているかを確認するものです。全ての浄化槽は、法律により検査を受けることが義務
付けられています。必ず受検してください。
問合わせ先　鹿児島県知事指定検査機関�（公財）鹿児島県環境保全協会�☎099-296-9000
� 〔担当〕�川 �市民生活課�環境保全係�

合併処理浄化槽
基本検査（ガイドライン検査） 採水員検査

5,000円 3,000円

単独処理浄化槽
ガイドライン検査 採水員検査

4,000円 3,000円

検査頻度 ４年に１回 ４年に３回
（当面：４年に１回）

※問題が認められた合併処理浄化槽は、ガイドライン検査で補完

「南九州市空き家等活用支援事業補助金」をご活用ください

浄化槽法定検査料金の変更について

「空き家活用実践者セミナー」の開催について
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自衛官という仕事　～男性、女性ともに幅広いフィールドで活躍～

令和２年度知覧ねぷた祭開催中止のお知らせ

■募集種目＝自衛官候補生（男子・女子）
■資　　格＝�採用予定月の1日現在、18歳以上33歳

未満（中卒・高卒問わず）
■受付期間・試験期日＝試験日は延期となりました。
　　　　受付期間、試験日は決定次第、掲示します。

【お問い合わせ】知覧分駐所　☎ 0993-83-1811

　令和２年７月 18日（土）に開催を予定しておりました「令和２年度知覧ねぷた祭」は新型コロナ
ウイルス感染拡大を防ぐため、開催を中止することとなりました。
【問】知覧ねぷた祭実行委員会事務局（商工観光課内）
※ねぷたポロシャツ・Tシャツにおきましては継続して販売いたします。
【お問い合わせ先】くらもと写真館　☎ 0993-83-2326

　現在、南九州市内で放置竹林が散見される状況です。竹は成長が早く繁殖力も強いため、背が高くなると森
林を覆い、他の植物の育成を阻害してしまいます。そして竹は根が深く入り込まないため、大雨の時など地す
べりが起こる原因にもなります。
　適切な竹林整備を行うことでこのような問題だけでなく、竹林内が明るくなることで、景観もよくなり防犯
上も安全になります。
　南九州市では、放置竹林を解消し、「竹」の利活用を進め竹林の健全な育成を図るため、市内で伐採した竹
をチップ工場などへ搬出される方を対象に支援制度を設けましたのでお知らせいたします。

放置竹林の整備をお願いします！

　市内でパルプ用竹材を買い取り、竹チップの製造販売を行う事業者などへの買取価格に市が上乗せの補助
をする制度です。

①南九州市内居住者であることを証明できるもの（運転免許証など）
②印かん

チップ工場へ出荷する際に必要なもの

市内の竹を伐採し出荷する方

※�補助金は、チップ工場など
を介して、竹の伐採者に支
払う間接補助となります。

※�持ち込み可能
な竹には条件
があります。

チップ工場

市

竹材搬入

買取金額支払い

買取価格の
上乗せ補助
（3円/㎏）

竹材搬出促進支援事業補助金について

竹林整備前 竹林整備後

竹林整備
で心も

きれいに！

【問】耕地林務課林務係　☎ 0993-36-1111


